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最優秀賞（町長賞）
２年 市川ひより
優秀賞（町議会議長賞）
１年 　村　鈴花
入　選（五十音順）
１年 加福　乃愛
２年 　村　楓花
１年 橋本　京花
３年 水越　美結
３年 米倉　 杏

　町の花を皆さんに知っていただくため、第21回川越
町の花「水仙」啓発習字コンクールを開催しました。
　町内小中学校の児童生徒（小学３年生以上）を対象
に、「水仙」の習字を募集したところ、小学生５００
人、中学生４２３人に参加いただきました。
　審査の結果、入賞された方は次のとおりです。（敬称略）

と　こ　ろ

役場１階町民ホール 12月８日㈮午前８時30分
　～１月４日㈭午後５時15分
１月６日㈯午前８時30分
　～１月14日㈰午後５時
１月17日㈬午前９時
　～１月30日㈫午後４時30分
２月１日㈭午後１時
　～２月19日㈪正午

教育センター
２階展示室
川越電力館テラ４６
７階展示スペース
近鉄川越富洲原駅
２階自由通路（入賞作品のみ展示）

と　　　き

小学生の部 中学生の部

　また、次の日程で作品展を実施します。町内各所で
展示していきますので、ぜひご覧ください。
　なお、作品展には、入賞作品を含む、各校より選考
された20作品も展示します。

あいさつ・声かけの風景

川柳コンクール優秀作品決定
　９月広報などで募集しました「あいさつ・声かけ
の風景」川柳コンクールに２４１作品の応募をいた
だきありがとうございました。
　川越町社会教育委員会で応募作品を審査・選考し
た結果、優秀作品は次のとおりです。（敬称略）

　表彰式を11月３日(金・祝)に開催した川越ふれ
あい祭で行いました。
　これからも町では、「人づくり・まちづくり」
の一環としてあいさつ・声かけ運動啓発の取り組
みを継続し、笑顔あふれる元気なまちを目指します。

あら元気　かわす言葉で　ほほゆるむ
奥田　明美

最優秀賞

優秀賞

入　賞

　年の瀬は、火気を使用する機会が多い上に、
慌ただしく、注意力が散漫になりやすい時期で
す。
　川越町消防団では、防火・防災意識の普及・
啓発を図り、火災予防の徹底を図るため、年末
特別警戒（夜警）を実施します。

年末特別警戒実施期間
12月28日㈭～12月30日㈯
※12月28日㈭午後８時から、役場にて年末特別
　警戒出発式を行います。
※地区によっては、28日以前に開始していると
　ころもあります。

　平成30年の新春を迎え、各種災害から町民の生
命、身体及び財産を守るため、日夜活躍している
消防団員及び消防関係機関職員が一堂に会し、そ
の士気の高揚を図るとともに、川越町・朝日町の
皆さんに対し両町の消防力を披露することによ
り、防火・防災意識の普及・啓発を図り、消防に
対する信頼を深めるため、川越町・朝日町合同消
防出初式を実施します。

　平成30年４月から全国の主要コンビニエンスス
トアのマルチコピー機で各種証明書を取得すること
ができるようになります。このサービスは、町内に
住民登録がある方のみご利用できます。ご利用の際
には、マイナンバーカードが必要となります。

　町では、マイナンバーカード交付のための日
曜窓口を開設します。必要書類等、詳しくは、
町ホームページをご覧ください。
と　き　12月24日、１月28日、２月25日、
　　　　 ３月25日
　　　　午前９時～午後１時
ところ　役場２階町民保険課窓口

　固定資産税は、毎年１月１日現在に所有者とし
て固定資産課税台帳に登録されている方に課税さ
れます。
　本年中に相続、売買、贈与等で未登記家屋の所
有者に変更があった場合は、税務課で所有者変更
の手続きを行っていただくか、法務局において新
所有者名で登記をしていただく必要があります。
　また、本年中に未登記家屋を取り壊した場合
や、諸事情により滅失登記が遅れる場合について
も、年末までに税務課へ届出をお願いします。
　届出がない場合、翌年度も家屋の固定資産税が
課税される場合があります。なお、取り壊した家
屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適
用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税
が上がることがあります。
　提出に必要な書類等、詳しくは税務課までお問
い合わせください。

　平成31年度町県民税から配偶者控除、配偶者特別
控除の取り扱いが下記のとおり変更になります。

所得税については平成30年より変
更となります。また、控除額も町
県民税とは異なります。

　平成29年４月１日から平成31年３月31日に新規登
録した次の要件を満たす車輌に限り、登録した翌年度
のみ特例が適用されます。 ＜変更点＞

配偶者控除について
　配偶者の合計所得の上限（38万円以下）は変わり
ませんが、納税者の合計所得に応じて控除額が変更
になります。
配偶者特別控除について
　配偶者の合計所得の上限が38万円超123万円以下
となり、納税者の合計所得に応じて控除額が変更に
なります。
納税者の所得上限について
　納税者の合計所得が1,000万円を超える場合は配
偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることが
できなくなります。
＜適用時期＞
　課税時期は平成31年度からになりますが、適用基
準となる所得は平成30年１月からの所得になります
のでご注意ください。
　控除額等詳しくは町ホームページをご覧ください。

＜対応車種＞
①概ね75％軽減
・電気自動車
・天然ガス自動車（平成21年排出ガス規制NOx10％
　以上低減または平成30年排出ガス規制適合車）
②概ね50％軽減
・乗用：平成32年度燃費基準＋30％達成車
・貨物：平成27年度燃費基準＋35％達成車
③概ね25％軽減
・乗用：平成32年度燃費基準＋10％達成車
・貨物：平成27年度燃費基準＋15％達成車
※②③については、ガソリン車・ハイブリッド車で
平成17年排出ガス基準75％低減または平成30年排出
ガス規制50％低減達成車に限る。

取得できる証明書
　住民票の写し、住民票記載事項証明書
　印鑑登録証明書、戸籍謄(抄)本※１
　戸籍の附票※１、町県民税所得証明書※２
　町県民税(非)課税証明書※２、町県民税納税証　
　明書※２
※１町内に本籍のある方のみ
※２最新年度のみ
　マイナンバーカードの申請は、郵送、WEB申請、
まちなかの証明写真機等から行うことができます。
　詳しくは、町ホームページ等をご覧ください。

税務課からのお知らせ
軽自動車税の
グリーン化特例が延長されます

平成31年度町県民税から
配偶者控除等が変わります

未登記家屋（建物）の
所有者変更・取り壊しを行った方へ

【問い合わせ先】税務課　℡３６６・７１１４

【問い合わせ先】
町県民税について 税務課　℡３６６・７１１４
所得税について　 四日市税務署　℡３５２・３１４１

【問い合わせ先】税務課　℡３６６・７１１４

平成30年４月より
各種証明書のコンビニ交付開始

【問い合わせ先】町民保険課　℡３６６・７１１５
　　  税証明について 税務課　℡３６６・７１１４

【問い合わせ先】生涯学習課　℡３６６・７１４０ 【問い合わせ先】企画情報課　℡３６６・７１１２

川越町消防団による

【問い合わせ先】総務課　℡３６６・７１１３

啓発習字コンクール作品展
「水仙」第21回 川越町の花

最優秀賞（町長賞）
北小５年 田島　 凜
優秀賞（町議会議長賞）
北小５年 川村　凌誠
入　選（五十音順）
北小３年 片山　心寧
北小６年 加藤　沙和
北小５年 髙橋　久美
南小６年  林　 美咲
南小４年 藤井　柚妃

平成30年川越町・朝日町
合同消防出初式年末特別警戒（夜警）

と　き　平成30年１月７日㈰
　　　　午前９時～11時
ところ　川越町民運動広場
　　　　※雨天の場合は、川越町総合体育館

ありがとう　言える時に　何度でも
「気をつけて」　一声かけて　無事願う
あいさつで　町も心も　キラキラに

おはようと　笑顔あふれる　通学路
あいさつは　子から親から　家庭から
すれ違い　かわすあいさつ　いい気分

浦澤　愛理
山口　英樹
冨谷　 凛

早川眞由美
大橋　賢二
  舘　 花音


